
小 牧 市 建 設 工 事 請 負 業 者 格 付 要 領  

 

第 １ 条  こ の 要 領 は 、小 牧 市 に お い て 発 注 す る 工 事 の 請 負 業 者 の 格 付 の

方 法 及 び 基 準 を 定 め る も の と す る 。  

第 ２ 条  指 名 競 争 入 札 参 加 者 の 格 付 は 、 建 設 業 法 （ 昭 和 ２ ４ 年 法 律 第 １

０ ０ 号 ）第 ２ ７ 条 の ２ ３ の 規 定 に よ る 経 営 に 関 す る 事 項 の 審 査 の 結 果

の 総 合 数 値（ 以 下「 総 合 数 値 」と い う 。）及 び 過 去 １ 年 間 の 工 事 成 績 、

信 用 度 等 を 勘 案 し て 行 う も の と す る 。  

第 ３ 条  格 付 は 、 総 合 数 値 に よ り 別 表 の と お り と す る 。  

第 ４ 条  格 付 は 、隔 年 ご と に 行 い 、そ の 有 効 期 限 は ２ 年（ 格 付 の 施 行 さ

れ た 日 か ら 次 の 格 付 の 施 行 さ れ る 日 の 前 日 ま で ） と す る 。  

  た だ し 、追 加 の 入 札 参 加 申 請 に 伴 う 格 付 は 受 付 の と き に 行 い 、有 効

期 間 は 残 期 間 と す る 。  

   附  則  

１  こ の 要 領 は 、 平 成 ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

２  小 牧 市 土 木 工 事 請 負 業 者 格 付 要 領（ 昭 和 ５ ５ 年 ５ 月 ２ 日 施 行 ）及 び

小 牧 市 建 築 工 事 請 負 業 者 格 付 要 領（ 昭 和 ５ ５ 年 ４ 月 １ 日 施 行 ）は 、廃

止 す る 。  

   附  則  

こ の 要 領 は 、 平 成 ８ 年 ４ 月 １ ０ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

こ の 要 領 は 、 平 成 １ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

こ の 要 領 は 、 平 成 １ ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 要 領 は 、 平 成 １ ５ 年 ３ 月 ６ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 要 領 は 、 平 成 ２ ８ 年 ６ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  



別 表 （ 第 ３ 条 関 係 ）  

 区 分  

 

等 級  

建 築 工 事  建 築 設 備 工 事  土 木 工 事  そ の 他 工 事  

Ａ  
ａ  9 0 1 点 以 上  9 0 1 点 以 上  

9 0 1 点 以 上  9 0 1 点 以 上  
ｂ  8 4 1～ 9 0 0  8 4 1～ 9 0 0  

Ｂ  
ａ  7 8 1～ 8 4 0  7 8 1～ 8 4 0  

7 5 1～ 9 0 0  7 5 1～ 9 0 0  
ｂ  7 2 1～ 7 8 0  7 2 1～ 7 8 0  

Ｃ  
ａ  6 6 1～ 7 2 0  6 6 1～ 7 2 0  

6 0 1～ 7 5 0  6 0 1～ 7 5 0  
ｂ  6 0 1～ 6 6 0  6 0 1～ 6 6 0  

Ｄ  
ａ  5 4 1～ 6 0 0  5 4 1～ 6 0 0  

6 0 0 点 以 下  6 0 0 点 以 下  
ｂ  5 4 0 点 以 下  5 4 0 点 以 下  

備 考  

１  こ の 表 に お い て 、「建 築 設 備 工 事 」と は 、建 築 物 に 係 る 電 気 工 事 、

水 道 施 設 工 事 、 管 工 事 及 び 機 械 器 具 設 置 工 事 を い う 。  

２  こ の 表 に お い て 、「 そ の 他 工 事 」 と は 、 建 築 工 事 、 建 築 設 備 工 事 及

び 土 木 工 事 以 外 の 工 事 を い う 。  


